
【占用単価の比較表】

多摩市下水道条例　別表第２（第31条関係） 令和7年4月1日施行

単位
占用料単価（円）

改正前

占用料単価（円）

改正後
増減（円）

１本につき 1,490 1,620 130

１本につき 2,280 2,480 200

１本につき 3,080 3,350 270

１本につき 1,320 1,440 120

１本につき 2,140 2,310 170

１本につき 2,910 3,180 270

１本につき 130 140 10

１メートルにつき 13 14 1

１メートルにつき 8 8 0

外径が0.07メート

ル未満
１メートルにつき 55 60 5

外径が0.07メート

ル以上0.10メート

ル未満

１メートルにつき 79 86 7

外径が0.10メート

ル以上0.15メート

ル未満

１メートルにつき 120 130 10

外径が0.15メート

ル以上0.20メート

ル未満

１メートルにつき 150 170 20

外径が0.20メート

ル以上0.30メート

ル未満

１メートルにつき 230 260 30

外径が0.30メート

ル以上0.40メート

ル未満

１メートルにつき 310 340 30

外径が0.40メート

ル以上0.70メート

ル未満

１メートルにつき 550 600 50

外径が0.70メート

ル以上1.00メート

ル未満

１メートルにつき 790 860 70

外径が1.00メート

ル以上
１メートルにつき 1,590 1,730 140

占用面積１平方

メートルにつき
1,170 1,170 0

占用面積１平方

メートルにつき
8,800 11,500 2,700足場その他の工事用施設

占用物件

第１種電柱

第２種電柱

第３種電柱

第１種電話柱

第２種電話柱

第３種電話柱

その他の柱類

共架電線その他上空に設ける線類

ガス管・水道管等

地下電線その他地下に設ける線類

橋及び通路


